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示す）の項目に含まれ、2009年の教育内容の見直し時

に初めて、「設備及び運営にかかわる指針」に、従来

の教育用機械器具に加えて、リフトの整備が求められ

ている6)。介護福祉士養成施設（以後、養成施設とする）

の教員は、教育課程の見直しに応じて、その都度教育

内容を構成し教授することになる。

　厚生労働省が示した介護福祉士教育のねらいや教育

に含むべき事項を踏まえて編集されている主な参考図

書（中央法規出版、メヂカルフレンド社、ミネルヴァ

書房、建帛社）の養成開始当初と現在とを比較してみ

ると、養成開始当初の参考図書ではリフトは１社を除

いて、介護技術の清潔・入浴の介助の項目に、特殊浴

槽の介助と共にリフト介助で入浴を行っている図や使

用目的などが掲載されているものの、移動の項目には

リフトに関する記載は見当たらない。介護者自身がボ

ディメカニクスを活用して、いかにさまざまな障害形

態の利用者に対して移乗介助を行うかが掲載されてお

り、中には介護職員が１人で利用者を抱き上げて移乗

する場面も詳細に掲載されている7)。最新版の主な参

考図書には、清潔・入浴に関する項目には特殊浴槽の

掲載はあるが、リフトについてはほぼ掲載されていな

い。さらに移乗・移動に関する項目は、総ページ数の

約７～20％の割合で掲載されているものの、そのうち

リフトについての記載のないものや、掲載されている

参考図書でも、掲載は数行といった状態で、使用目的

Ⅰ．はじめに

　介護福祉現場における腰痛の増加が止まらない1)。

「職場における腰痛予防対策指針」では、人力による

利用者の抱え上げを禁止し、リフト等の福祉用具の活

用を積極的に行うことを推奨しているが2)、介護福祉

現場のリフトの導入状況は低い3)。

　これまでのリフトの先行研究では、介護福祉現場に

リフトを導入するためには、介護者に対するリフトの

基礎教育が必要なことや4)、介護観の変容が必要なこ

とから、組織的で長期的な研修が必要なことが明らか

になっている5)。

　介護福祉士養成教育は、社会福祉士及び介護福祉士

法の創設の翌年1988年に短期大学や専門学校で始ま

り、これまでに５度の教育内容の見直しが行われてき

た。現在は、「介護」「人間と社会」「こころとからだ

のしくみ」「医療的ケア」の４領域で構成された教育

内容、総時間数1850時間となっている。このうち介護

技術は「生活支援技術」という名称で、300時間が割

り当てられている。教育内容では、利用者の自立・自

律を尊重し、潜在能力を引き出すことや見守ることも

含めて安全に援助できる介護技術の習得がねらいとさ

れている。リフトは生活支援技術の中の「自立に向け

た移動・移乗の介護」（以後、移動・移乗の介護、と

介護福祉現場のリフト普及を阻む要因について
～介護福祉士養成施設におけるリフト教育からの考察～
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倫理的手続きを口頭及び書面で説明し同意を得た。調

査対象者には書面と共に調査趣旨を口頭で説明し、不

明点や疑問点について質問を受けた。調査協力は申し

出によりいつでも中止できることを説明し、調査参加

について口頭及び書面での同意を得た。岡山県立大学

倫理審査委員会にて承認を得た（No.16-59　平成28年

９月27日）。

Ⅳ．結果

１．対象者の概要

　対象者は、研究参加の同意が得られた16名であっ

た。対象者の概要は、男性６名、女性10名。年代別で

は30代から40代が９割を占めていた。教員歴は平均

9.25年、最長20年、最短が２年であった。現場経験は

平均8.4年で最長が13年、最短で２年だった（表１）。

　対象者の教員になるまでの移動・移乗方法について

の概要では、介護福祉現場でのリフト経験は、全くな

いが５割。1-2事例程度の使用経験が4割で残りの1割

程度が常時使用しているのみだった。通常の利用者の

移乗方法は人力による抱え上げがほとんどで、しかも

一人介助が大半を占めていた。学生時代のリフト教育

の状況については、学内演習を受けていないものが８

割だった。リフトの専門研修をこれまで受けたことの

ある教員はなかった（表２）。

２．養成施設のリフト教育に関する教育環境の概要

　養成施設のリフト教育の教授時間と環境の概要につ

いては、リフト教育は対象養成施設の全てにおいて、

「生活支援技術」の300時間の中の「移動・移乗の介護」

の項目で行われていた。この教授時間は、10～15時間

未満及び15～20時間未満が最も多い。その中でリフト

教育に占める時間は、リフトのみを単独で教授してい

る教員は４名で、いずれも１時間で教授していた。そ

の他の教員はスライディングボードやスライディング

シートなどの福祉用具と並行してリフトを教授してお

り、１時間もしくは２時間が大半であった。中には４

時間確保しているところもあったが、いずれもリフト

以外の福祉用具を活用した援助の授業と並行して実施

されていた。この場合、教授時間１時間が最短で、４

や留意点、各部品の名称、使用手順、リフトの紹介図

の掲載などが全て整っているものは皆無である。ま

た、教員の福祉用具の教育方法に関する先行研究は散

見されるものの8）、リフト教育の現状を明らかにした

ものは見られない。

　こうした状況を踏まえ、本研究では介護福祉士養成

課程の中でリフト教育が実際にどのように行われてい

るかを把握すること目的とした。

Ⅱ．問題設定

１．研究目的

　本研究の目的は、養成施設におけるリフト教育の現

状を明らかにすることである。

２．研究意義

　介護福祉先進国では、「持ち上げない介護（No 

Lifting Policy）」の考えを導入し法制度化すること

で、リフト等を積極的に活用し、腰痛予防に優れた効

果を示している。日本の介護福祉現場においてリフト

が活用されない要因を、養成施設におけるリフト教育

の現状から把握することは、今後介護福祉現場へのリ

フト導入を円滑にするための対策を講じる契機とな

り、腰痛予防対策にも有意義であると考える。

Ⅲ．研究方法

１．対象

　中国地方にある養成施設13校で、リフト教育に携わ

る専任教員16名を対象とした。

２．調査方法

１）質問紙調査

　養成施設の概要や生活支援技術に関するカリキュラ

ムの概要について、質問調査票を郵送し面接時に回収

を行った。

２）調査期間

　2016年10月21日～2017年３月７日

３）分析方法

　単純集計を行った。

3．倫理的配慮

　調査協力養成施設には、調査目的及び調査に関する
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く半数を占めていた。その他は専門書からの抜粋やリ

フトの説明書、自作資料を併用していた。参考図書に

時間が最長で、３時間で教授する教員が最も多く、５

名だった。「その他」は、障害者支援施設に見学に行き、

実際にリフト介助を受ける体験を最初に行い、帰校し

てからより良いリフト介助方法を1時間で学ぶという

ものだった。

　教育環境（リフトの設置状況）については、１養成

施設がリフト教授時期だけ床走行式リフトをレンタル

していたのを除き、全施設が床走行式リフトを所有

し、６養成施設が天井走行式リフトも設置していた。

　参考図書は、中央法規出版の「新・介護福祉士養成

講座７生活支援技術Ⅱ」を活用している教員が最も多

対象 性別 年齢 教員歴 養成校種別 現場経験 所有資格 リフト経験の有無 リフト研修受講の有無

A 女 30代 5 大学 7 介護・社福 有（1-2事例） 無

B 男 40代 16 専門学校 10 介護 有（1-2事例） 無

C 男 30代 3 短大 10 介護・社福 無 無

D 女 30代 2 短大 7 介護・社福 無 無

E 女 50代 13 短大 9 介護・社福 有（1-2事例） 無

F 男 30代 10 専門学校 3 介護 無 無

G 女 40代 12 短大 7 介護 無 無

H 女 40代 15 専攻科 12 介護・社福 有（常時） 無

I 女 40代 10 専門学校 8 介護・看護 無 無

J 男 30代 5 専門学校 7 介護 無 無

K 女 40代 8 専攻科 8 介護・社福 有（1-2事例） 無

L 男 40代 7 専攻科 10 介護 無 無

M 女 40代 12 専門学校 8 介護・保育 有（常時） 無

N 女 30代 6 専門学校 13 介護 有（1-2事例） 無

O 男 30代 4 専門学校 13 介護 有（1-2事例） 無

P 女 60代 20 大学 2 看護 無 無

現場でのリフト経験

なし 8（50.0）

あり（1-2事例） 6（37.5）

あり（常時使用） 2（12.5）

人力の場合の通常の
移乗手段（複数回答）

人力（一人介助） 14（77.8）

人力（複数人介助） 2（11.1）

スライディングボード 2（11.1）

学生時代のリフトの
学内演習

なし 13（81.3）

あり 3（18.8）

リフトに関する研修

・リフトリーダー研修 なし 16（100）

あり 0（　0）

・JASPA資格 なし 16（100）

あり 0（　0）

リフトの教授領域
（複数回答）

生活支援技術 16（80.0）

介護の基本 2（10.0）

社会の理解 2（10.0）

移動の教育時間

5時間未満 1（ 6.2）

10～15時間未満 1（ 6.2）

15～20時間未満 6（37.5）

20～25時間未満 6（37.5）

30時間以上 2（12.5）

リフトの教育時間

・リフト単独授業 1時間 4（25.0）

・リフトと福祉用具を
　複数同時進行で教授

1時間 2（12.5）

2時間 1（ 6.2）

2-3時間 1（ 6.2）

3時間 5（31.2）

4時間 2（12.5）

その他 1（ 6.2）

教育環境（複数回答）

床走行式リフト 15（60.0）

天井走行リフト 6（24.0）

据置式リフト 4（16.0）

参考図書（複数回答）

中央法規出版 8（28.6）

専門書 4（14.3）

自作資料 3（10.7）

その他（DVD） 2（ 7.1）

建帛社 1（ 3.5）

組み合わせ 10（35.7）

表１　対象者の特性

表２　教員になるまでの移動・移乗方法（n=16（％）） 表３　リフトに関連した教育環境（n=16（％））
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だった。「使用目的」の具体的な内容については、全

員が「介護者の負担軽減」と回答し、次いで「利用者

の負担軽減」、「利用者の活動範囲の拡大」となってい

た。「利用者の自立支援」と回答したのは４名であった。

　実際のリフト教育に関わるリフト担当教員の数は、

単独から複数名と養成施設によって異なっていた。さ

らに教授方法としては、まず教員が教材を用いてリフ

ト介助の説明を行い、実際の操作の見本を示し、その

後、学生はグループに分かれて介護者として一通りリ

フト介助を体験し、同時に利用者役を体験するという

方法で実施している養成施設が大半であった。しかし

中には、時間の確保が難しいため、授業中に実際にリ

フト体験できるのが数名に限られたり、リフト体験が

介護者か利用者かのどちらかに限定されたりしている

ところもあった。また実習や施設見学で出向く障害者

支援施設で最初にリフト体験をして、その後養成施設

でリフトに対する認識を深めたり、利用者にとってよ

りよいリフトの介助方法を模索したりする方法で教授

ついては、さらに充実した内容を求める声が多かった

（表３）。

３．養成施設のリフト教育の教育内容、教授方法につ

いて

　リフト教育の到達目標で最も多かったのは、「リフ

トを安全・適切に実施するために必要な知識を習得す

る」で、次いで、「リフトを使用して移乗・移動する

意義や目的が説明できる」となっていた。実践を重視

した「リフトを必要とする人の状況に応じた介護方法

が考えられる」や、「リフトを使用した移乗介助がで

きる」を到達目標にしているのは、少数の教員であっ

た。

　具体的な教授内容は、「使用目的」、「リフトの種類」、

「操作手順」については全養成施設において教授され

ていたが、その他の項目については、養成施設によっ

て異なっていた。安全・安楽にリフト移乗をするため

のポイントとしてあげられるスリングシートの選定基

準について教授しているのは、ほぼ半数の教員のみ

・移動用リフトを使用して移乗・移動する意義や目的が説明できる 7（43.8）

・移動用リフトを安全・適切に実施するために必要な知識を習得する 4（25.0）

・移動用リフトを使用した移乗介助ができる 3（18.8）

・移動用リフトを必要とする人の状況に応じた介護方法が考えられる 2（12.5）

教授内容（複数回答） 1.使用目的 16（12.6）

2.移動用リフトの種類 16（12.6）

3.操作手順 16（12.6）

4.スリングシートの種類 13（ 9.8）

5.リフトの有益性 12（ 9.0）

6.事故防止や安全対策について 12（ 9.0）

7.対象者の特徴 11（ 8.3）

8.リフトの各部位の名称 11（ 8.3）

9.スリングシートの選定基準  9（ 6.8）

10.介護施設での使用状況 8（ 6.0）

11.費用 5（ 3.8）

12.リフトに関する福祉制度 2（ 1.5）

13.リフトの費用 1（ 0.8）

14.その他 1（ 0.8）

使用目的（複数回答） 1.介護者の負担軽減 16（32.0）

2.利用者の負担軽減 14（28.0）

3.利用者の活動範囲の拡大 10（20.0）

4.利用者の自立支援 4（ 8.0）

5.介護の効率化 2（ 4.0）

6.その他 4（ 8.0）

表４　リフトの教育目標及び教育内容（n=16（％））
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書9)では、技術の到達度として「Ⅲ　実習での実施は

困難であるが、学内演習で実施できる」としている。

今回の調査結果を見ると、教育目標の１番として最も

多く挙げられているのが、「移動用リフトを使用して

移乗・移動する意義や目的が説明できる」、次いで多

いのが「移動用リフトを安全・適切に実施するために

必要な知識を習得する」であり、技術の到達度とし

ては、「Ⅳ　実習及び学内演習での実施は困難である

が、知識として理解している」のレベルにとどまって

いることがわかる。教育方法で示している通り、教員

がリフトの教授内容や使用目的を伝えたのち、リフト

介助を行う介護者と利用者を一通り体験するのが最も

多い方法であり、技術習得評価のテストまで行ってい

る養成施設はなかった。ただし、障害者施設へ実習に

行く学生については、実習前に個別でリフトの自主学

習を行うという養成施設もあった。「移動・移乗の介

護」の項目のリフト以外の項目では、「車両への乗り

降りの介助」がリフトと同様にⅢレベルに設定されて

いて、それ以外の項目すべて「Ⅱ　実習において、利

用者に対して指導者の立ち会いの下で実施できる」レ

ベルの設定である。

　リフトの教育目標は、何故低く設定されるのかを考

えたとき、教員のリフトに対する価値観が影響を与え

る1つの要因となっていることが考えらえる。冨岡ら

10)や、岩切ら11)は、介護福祉現場でリフトが普及しな

い理由として、「介護は人の手で行うもの」、「リフト

は時間と手間がかかる」、「利用者を物扱いしている」

といった介護者の意見を挙げている。今回協力いただ

いた調査対象者もリフト経験は少なく、リフトに対す

る価値形成は低い可能性があり、それはリフト教育の

目標を下げる一因となっている可能性がある。この状

況を改善するための一方法として、リフトの専門研修

を受講することが挙げられる。また、介護福祉現場の

リフト普及率の低さも影響しているものと考えられ

る。実習先や就職先で使用する機会が少ないものにつ

いて、カリキュラムを構成する際、優先順位が下がっ

ていくのもやむを得ない状況と言える。しかし、近

年、他職種が改善傾向の中、保健衛生業のみが腰痛発

している養成施設もあった（表４）。

Ⅴ．考察

　日本におけるリフトの導入は、介護福祉士養成教育

開始と同時期の1988年頃からはじまり、障害者施設を

中心に広がってきた。しかし、40年が経過した現在で

も、介護福祉施設へのリフト導入は進んでいない。

　今回の調査対象者の概要から見ると、現場経験は、

圧倒的に介護福祉施設が多く、障害者施設の勤務経験

を持つ者は16名中４名に限られていた。リフトの設置

が義務付けられた2009年の教育内容の見直し以前から

教員をしている者が半数で、こうしたことから、おの

ずとリフト経験の豊富な教員は少ないものと考えられ

る。

　リフト教育の環境からみると、参考図書は、こうし

た経験不足を補うのに十分と言える内容の整ったもの

はなく、専門書やDVD、取扱い説明書など教材研究

を重ね、独自の方法で教授を行っていることがうかが

える。リフト設置状況は機種別に１～２台だが、この

台数は１学年40名を一度に教授するには十分とは言え

ず、授業効率を上げるため、他の福祉用具の介助技術

と並行して授業進行されている状況である。そのた

め、時間だけをみて過不足を判断することは難しく、

限られた時間の中で、リフト教育の目標がどこに置か

れているかに影響してくると考えられる。

　リフトの教育は、「自立に向けた移動・移乗の介護」

の項目（以後、移動・移乗の項目と示す）に位置付け

られている。「移動・移乗の項目」は、「移乗・移動に

関連した利用者のアセスメント」、「利用者の潜在能力

を活用した基本的な移乗・移動介助」、「安楽な体位を

整える」、「基本的な移乗・移動に関連した福祉用具の

活用」とさらに中項目に分かれ、起き上がりから立ち

上がり介助、移乗介助、歩行、杖歩行、車いす介助等々

の項目を、四肢麻痺や片麻痺など利用者の身体状況別

に介助技術を習得していくものである。リフト教育

は、この中の「基本的な移乗・移動に関連した福祉用

具の活用」に含まれる。介護福祉士養成課程における

技術習得評価等の基準策定に関する調査研究事業報告
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生状況が増加の一途を辿っている状況の深刻さを考え

たとき、介護福祉士が自分の体を守りながら、安心し

て働ける労働衛生環境を整備するという視点をもち、

リフトの介護技術の到達度を挙げていくのは、養成施

設でリフトを担当する教員の使命ともいえるのではな

いだろうか。教育目標が上がるとおのずと教育内容も

変わってくる。現状では、「１．使用目的」、「２．移

動用リフトの種類」、「３．操作手順」が全養成施設で

教授されているが、実際に介助を行うためには、利用

者のアセスメントも重要で、状態に合わせた「９．ス

リングシートの選定基準」を知っておく必要があると

考える。

Ⅵ．結論

　養成施設におけるリフト教育の現状は、

・リフトは１～２台を設置。レンタルしている養成施

設が１件のみあった。

・教員はリフト経験の豊富なものは少なく、リフトの

専門研修の受講経験はない。

・教育目標を多くの養成施設で知識の習得レベルとし

ている。

・参考図書は複数の物を組み合わせて用いたり、自作

で補ったりしている。

・授業はリフトと他の福祉用具の演習の同時進行で行

われている。

・利用者のモデルを行うことで利用者の立場で介助の

在り方を考える方法が多くとられていた。

・スリングシートの選定基準については必ずしも教授

されていない。

以上のことが明らかとなった。

Ⅶ．おわりに

　今回の研究では、中国地方の養成施設に絞り研究を

行ったため、今後は範囲を拡大し、一般化させる必要

がある。
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